




資料 １ 

 

広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会規約（改正案） 

 

 （名称） 

第１条 本会は，広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会と称する。 

 

（目的） 

第２条 本県において，公共事業執行のＩＴ化であるＣＡＬＳ/ＥＣを受発注者一体となっ

て推進するため，意見交換や必要な調整を行いながら，それぞれの取組の方向性や内容

について整合を図るとともに，ＣＡＬＳ/ＥＣの着実な浸透を目指した普及促進活動を行

う。 

 

 （事業） 

第３条 本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

(1)本県におけるＣＡＬＳ/ＥＣに関する受発注者の意見交換及び連絡調整 

(2)本県におけるＣＡＬＳ/ＥＣの普及促進 

 

 （会員） 

第４条 会員は別表１のとおりとする。 

 

 （役員） 

第５条 本会に，次の役員を置く。 

 (1)会長   １名 

 (2)副会長  １名 

 

 （役員の選任） 

第６条 会長は，広島県土木建築部技術管理総室長をもって充てる。 

２ 副会長は，財団法人広島県建設技術センター理事長をもって充てる。 

 

 （役員の職務） 

第７条 会長は，本会を代表して会務を統轄する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときはその職務を代行する。 

 

 （会議） 

第８条 会議は，必要に応じ会長が召集する。 

 

 （電子納品分科会） 

第９条 本会の電子納品に関連した業務について，より詳細な調整を行うため，電子納品

分科会を置く。 

２ 電子納品分科会は別表２の機関から，各機関の長が推薦した者により構成する。 

３ 分科会に，会を統轄する班長を置く。 

 

（事務局） 

第 10 条 本会及び分科会の事務局は広島県土木建築部技術管理総室技術指導室に置く。 

 

  附 則 

 この規約は，平成１６年 １月２０日から施行する 

  附 則 

 この規約は，平成１６年 ７月  日から施行する 

 



別表１ 

広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会会員 
 

 会 長 広島県土木建築部技術管理総室長 

 副 会 長 財団法人広島県建設技術センター理事長 

 会 員 ( 県 ) 広島県農林水産部農村整備総室技術管理室長 

  広島県土木建築部管理総室建設産業室長 

  広島県土木建築部都市局建築総室営繕室長 

 会員 (市町 ) 広島市都市計画局指導部技術管理課長 

  呉市土木建設部土木課長 

  福山市建設部技術検査課長 

  坂町産業建設課長 

  豊平町建設課長 

 会員 (外郭 ) 広島県道路公社建設課長 

  広島高速道路公社企画調査部技術管理課長 

 会員(受注者) 社団法人広島県建設工業協会情報化担当役員 

  広島県建設業協会連合会情報化担当役員 

  社団法人広島県管工事業協会情報化担当役員 

  社団法人広島県造園建設業協会情報化担当役員 

  社団法人広島県法面協会情報化担当役員 

  社団法人広島県リフォーム建設協会情報化担当役員 

  社団法人広島県浄化槽協会情報化担当役員 

  社団法人広島電業協会情報化担当役員 

  広島県土地改良事業団体連合会情報化担当役員 

  社団法人建設コンサルタンツ協会中国支部情報化担当役員 

  社団法人広島県測量設計業協会情報化担当役員 

  社団法人中国地質調査業協会広島県支部情報化担当役員 

  社団法人広島県建築士事務所協会情報化担当役員 

 会 員 国土交通省中国地方整備局企画部技術管理課建設専門官 

 (アドバイザー) 財団法人日本建設情報総合センター中国地方センター長 

 事 務 局 広島県土木建築部技術管理総室技術指導室長 

別表２ 
電子納品分科会構成員 所属機関 

 

 班 長 広島県土木建築部技術管理総室 

  財団法人広島県建設技術センター 

  呉市土木建設部 

  社団法人広島県建設工業協会 

  広島県建設業協会連合会 

  社団法人広島県測量設計業協会 

 



広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会規約の改正（案） 1／4 
H16.7.8 

現 行 （H16.1.20） 改 正 案 備  考 
 （名称） 

第１条 本会は，広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会と称する。 

 

（目的） 

第２条 本県において，公共事業執行のＩＴ化であるＣＡＬＳ/

ＥＣを受発注者一体となって推進するため，意見交換や必要な

調整を行いながら，それぞれの取組の方向性や内容について整

合を図るとともに，ＣＡＬＳ/ＥＣの着実な浸透を目指した普及

促進活動を行う。 

 

 （事業） 

第３条 本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。

(1)本県におけるＣＡＬＳ/ＥＣに関する受発注者の意見交換及

び連絡調整 

(2)本県におけるＣＡＬＳ/ＥＣの普及促進 

 

 （会員） 

第４条 会員は別表１のとおりとする。 

 

 （役員） 

第５条 本会に，次の役員を置く。 

 (1)会長   １名 

 (2)副会長  １名 

 

 （役員の選任） 

第６条 会長は，広島県土木建築部技術管理総室長をもって充て

る。 

２ 副会長は，財団法人広島県建設技術センター理事長をもって

充てる。 

 

 （役員の職務） 

第７条 会長は，本会を代表して会務を統轄する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときはその職務

 （名称） 

第１条 本会は，広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会と称する。 

 

（目的） 

第２条 本県において，公共事業執行のＩＴ化であるＣＡＬＳ/

ＥＣを受発注者一体となって推進するため，意見交換や必要な

調整を行いながら，それぞれの取組の方向性や内容について整

合を図るとともに，ＣＡＬＳ/ＥＣの着実な浸透を目指した普及

促進活動を行う。 

 

 （事業） 

第３条 本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。

(1)本県におけるＣＡＬＳ/ＥＣに関する受発注者の意見交換及

び連絡調整 

(2)本県におけるＣＡＬＳ/ＥＣの普及促進 

 

 （会員） 

第４条 会員は別表１のとおりとする。 

 

 （役員） 

第５条 本会に，次の役員を置く。 

 (1)会長   １名 

 (2)副会長  １名 

 

 （役員の選任） 

第６条 会長は，広島県土木建築部技術管理総室長をもって充て

る。 

２ 副会長は，財団法人広島県建設技術センター理事長をもって

充てる。 

 

 （役員の職務） 

第７条 会長は，本会を代表して会務を統轄する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときはその職務

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会規約の改正（案） 2／4 
H16.7.8 

現 行 （H16.1.20） 改 正 案 備  考 
を代行する。 

 

 （会議） 

第８条 会議は，必要に応じ会長が召集する。 

 

 （電子納品分科会） 

第９条 本会の電子納品に関連した業務について，より詳細な調

整を行うため，電子納品分科会を置く。 

２ 電子納品分科会は別表２の機関から，各機関の長が推薦した

者により構成する。 

３ 分科会に，会を統轄する班長を置く。 

 

（事務局） 

第 10 条 本会及び分科会の事務局は広島県土木建築部技術管理

総室技術調整室に置く。 

 

  附 則 

 この規約は，平成１６年 １月２０日から施行する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を代行する。 

 

 （会議） 

第８条 会議は，必要に応じ会長が召集する。 

 

 （電子納品分科会） 

第９条 本会の電子納品に関連した業務について，より詳細な調

整を行うため，電子納品分科会を置く。 

２ 電子納品分科会は別表２の機関から，各機関の長が推薦した

者により構成する。 

３ 分科会に，会を統轄する班長を置く。 

 

（事務局） 

第 10 条 本会及び分科会の事務局は広島県土木建築部技術管理

総室技術指導室に置く。 

 

  附 則 

 この規約は，平成１６年 １月２０日から施行する。 
  附 則 

 この規約は，平成１６年 ７月  日から施行する。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修正（CALS/ECに関する事務及び
所管するｸﾞﾙｰﾌﾟが技術指導室へ異

動したため。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会規約の改正（案） 3／4 
H16.7.8 

現 行 （H16.1.20） 改 正 案 備  考 
別表１

広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会会員 

 

会 長 広島県土木建築部技術管理総室長 
副 会 長 財団法人広島県建設技術センター理事長 

会 員 ( 県 ) 広島県農林水産部農村整備総室技術管理室長 

 広島県土木建築部管理総室建設産業室長 

 広島県土木建築部技術管理総室技術指導室長

 広島県土木建築部都市局建築総室営繕室長 

会 員 ( 市 町 ) 広島市都市計画局指導部技術管理課長 

 呉市土木建設部土木課長 

 福山市建設部技術検査課長 

 坂町産業建設課長 

 豊平町建設課長 

会 員 ( 外 郭 ) 広島県道路公社建設課長 

 広島高速道路公社企画調査部技術管理課長 

会員 ( 受注者 ) 社団法人広島県建設工業協会情報化担当役員 

 広島県建設業協会連合会情報化担当役員 

 社団法人広島県管工事業協会情報化担当役員 

 社団法人広島県造園建設業協会情報化担当役員 

 社団法人広島県法面協会情報化担当役員 

 社団法人広島県リフォーム建設協会情報化担当役員 

 社団法人広島県浄化槽協会情報化担当役員 

 社団法人広島電業協会情報化担当役員 

 広島県土地改良事業団体連合会情報化担当役員 

 社団法人建設コンサルタンツ協会中国支部情報化担当役員 

 社団法人広島県測量設計業協会情報化担当役員 

 社団法人中国地質調査業協会広島県支部情報化担当役員 

 社団法人広島県建築士事務所協会情報化担当役員 

会 員 国土交通省中国地方整備局企画部技術管理課建設専門官 

(アドバイザー) 財団法人日本建設情報総合センター中国地方センター長 

事 務 局 広島県土木建築部技術管理総室技術調整室長

 

 

別表１

広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会会員 

 
会 長 広島県土木建築部技術管理総室長
副 会 長 財団法人広島県建設技術センター理事長 

会 員 ( 県 ) 広島県農林水産部農村整備総室技術管理室長 

 広島県土木建築部管理総室建設産業室長 

 広島県土木建築部都市局建築総室営繕室長 

会 員 ( 市 町 ) 広島市都市計画局指導部技術管理課長 

 呉市土木建設部土木課長 

 福山市建設部技術検査課長 

 坂町産業建設課長 

 豊平町建設課長 

会 員 ( 外 郭 ) 広島県道路公社建設課長 

 広島高速道路公社企画調査部技術管理課長 

会員 ( 受注者 ) 社団法人広島県建設工業協会情報化担当役員 

 広島県建設業協会連合会情報化担当役員 

 社団法人広島県管工事業協会情報化担当役員 

 社団法人広島県造園建設業協会情報化担当役員 

 社団法人広島県法面協会情報化担当役員 

 社団法人広島県リフォーム建設協会情報化担当役員 

 社団法人広島県浄化槽協会情報化担当役員 

 社団法人広島電業協会情報化担当役員 

 広島県土地改良事業団体連合会情報化担当役員 

 社団法人建設コンサルタンツ協会中国支部情報化担当役員 

 社団法人広島県測量設計業協会情報化担当役員 

 社団法人中国地質調査業協会広島県支部情報化担当役員 

 社団法人広島県建築士事務所協会情報化担当役員 

会 員 国土交通省中国地方整備局企画部技術管理課建設専門官 

(アドバイザー) 財団法人日本建設情報総合センター中国地方センター長 

事 務 局 広島県土木建築部技術管理総室技術指導室長 

 
 
 
 
 
 
 
削除（技術指導室は会員から事務
局へ変更。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修正（CALS/ECに関する事務及び
所管するｸﾞﾙｰﾌﾟが技術指導室へ異

動したため。） 



広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会規約の改正（案） 4／4 
H16.7.8 

 
現 行 （H16.1.20） 改 正 案 備  考 

別表２

電子納品分科会構成員 所属機関 

 

班 長 広島県土木建築部技術管理総室 

 財団法人広島県建設技術センター 

 呉市土木建設部 

 社団法人広島県建設工業協会 

 広島県建設業協会連合会 

 社団法人広島県測量設計業協会 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表２

電子納品分科会構成員 所属機関 

 
班 長 広島県土木建築部技術管理総室 

 財団法人広島県建設技術センター 

 呉市土木建設部 

 社団法人広島県建設工業協会 

 広島県建設業協会連合会 

 社団法人広島県測量設計業協会  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



資料 ２ 
広島県ＣＡＬＳ／ＥＣのページ開設について 

 
（広島県土木建築部技術指導室） 

１ 概要 
公共事業へのＩＴ技術の導入となるＣＡＬＳ／ＥＣの普及促進を目的に，その概要や効果の説明，広島県の
取組み方針や県独自の要領等の具体情報を掲載するページを平成１６年７月１日から開設した。 
今後，このページをベースに情報提供を行うこととし，順次内容の充実を進めていく。 

２ ページの URL 
本ページは，「広島県の調達情報」（http：／／chotatsu．pref．hiroshima．jp／）にある「電子調達ＣＡＬＳ／

ＥＣ」というバナーをクリックすると，閲覧することができる。 
また，次のＵＲＬから直接閲覧も可能である。 
http：／／chotatsu．pref．hiroshima．jp／cals／ 

  

広島県 CALS/ECのトップページ現在，公開中の「広島県の調達情報」のページ

クリック 

３ 構成及び概要 
右図が CALS/ECホームページのトップであり，左右

に画面を分けた構成としている。 
左側は目次とし，次の７項目を並べている。 
右側は，その７項目のうち選択（クリック）した内容

について，掲載するスペースである。 
各項目の内容及び更新については，次の表のとおり。 
 
 
 
 
 
４ 各項目の概要 

項     目 記  載  内  容 更     新 

① TOP  ﾍﾟｰｼﾞの概要，更新情報，問合せ先の紹

介（調達のHPへのﾘﾝｸを添付） 
このﾍﾟｰｼﾞ内の更新内容の紹介情報を随

時更新。 

②広島県 CALS/ECの概要 導入方針・計画（広島県電子調達等推進

計画へのﾘﾝｸを添付） 
計画等に変更があった場合 

③広島県 CALS/ECの取組  
CALS/ECの主要３項目（情報開示・発
注手続・実施手続）の内容・ﾒﾘｯﾄ及び県

具体取組 

内容等に変更があった場合 

④広島県 CALS/EC連絡協議会 協議会及び電子納品分科会に関する情
報 

会議開催後，速やかに更新 

⑤CALS/ECに関する Q&A 一般的な Q&Aの掲載 よくある質問内容を随時追加掲載 

⑥関連リンク集・お問合せ 
CALS/ECに関する国及び関係団体等の
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへのﾘﾝｸ，県へ対する質問ﾒｰﾙ

のｼｮｰﾄｶｯﾄ 

内容等に変更があった場合 

⑦要領・パンフレット CALS/ECに関する県のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄや要領 掲載内容の追加・改訂により更新 

こ の バ ナ ー か ら ， 広 島 県
CALS/ECのページを開設する。

右側 左側



 

広島県では、平成 14年度に策定した「広島県電子調達等推進計画」 
に基づき、具体化を進めています。 

導入を進めるＣＡＬＳ／ＥＣ（キャルス／イーシー）とは 

 「公共事業支援統合情報システム」の略称であり、従来は紙ベースで交換されていた情報を電
子化すると共に、インターネットを活用して公共事業に関する多くのデータベースを連携して使
える環境を創出する取り組みです。 
CALS : Continuous Acquisition ａｎｄ Life�cycle Support･･･「継続的な調達とライフサイク
ルの支援」（直訳） 
EC   : Electronic Commerce                   ・・・「電子商取引」（直訳） 

基 本 方 針 

とりくみの考え方 将来を見据えた計画的かつ効率的で着実な推進 

ＣＡＬＳ／ＥＣ導入の

ねらい 

�受発注者双方の業務効率化による負担軽減 
�調達に関する公表情報の充実による公共事業執行における透明性の一層の向上
�公共事業化関連事業のＩＴ化の促進と地域全体への波及 

より多くの人が早く参加するほど、CALS/ECの効果が大きくなります。 

計 画 目 標 

 平成１４年度から平成１９年度までの６ヵ年を計画期間とし、将来の全面電子化に備えた関係
者一体での基盤確立と環境整備を行います。 

 
計画目標とその後の展開方向イメージ 

 
概略スケジュール 

 

県 CALS/EC関係リンク 

○広島県電子調達等推進計画の策定について

○電子入札 工事中 

 



 

 
調達に関するあらゆる情報をインターネットで公表していきます。 

1．情報開示（インターネットによる公表）

 

主なメリット 

○だれでも必要な情報を会社や自宅などで、効率的に収集できます。 
 
○公共事業がより一層透明化され、県民の信頼を確保・向上できま
す。 
 
 
 
�県と市町村の公募方式の案件情報を一元的に検索する事ができる
システムも提供します。 

 
入札参加資格申請と入札の手続きをインターネットからできるシステムを市町村と共同で構築し、運営していき

ます。 

２．発注手続（入札関係） 

 

主なメリット 

○受注者は会社から随時入札手続きができるので、移動や待ち時間
等のコスト負担がなくなります。 
○電子入札コアシステムを使った市町村共同利用方式なので、受注
者の習熟も容易で、認証経費も最小化できます。 
�入札参加資格は、共同利用に参加する団体が申請項目を統一した、
一括受付方式を予定しています。 
�入札システムには、「電子入札コアシステム」を採用します。 
�将来､物品調達等への展開も予定しています｡ 

 

受発注者間の電子的な情報交換と、業務・工事成果品の電子化を段階的に進めています。 

３．実施手続（電子納品関係） 

 

主なメリット 

○受注者と発注者の協議等に要する時間が軽減できます。 
 
○成果品の保管スペースの節減になります。 
 
○成果品の検索・再利用が容易となり、資料作成に要する時間が節減
できます。 
 
�県の取扱の考え方をまとめた「広島県電子納品実施要領」に基づい
て取り組みます。 



 

 目  的 

CALS/EC は受注者と発注者が一体となって取り組みを進めて初めてメリットが高まる事から、
関係団体による意見交換や必要な調整、普及促進の検討などを目的として設置しています。 
本協議会で意見交換等を行いながら、官民一体となったとりくみを進めていきます。 

組 織 図 

 

開催経過・予定について 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備

考

H15                

H16         
  （予定）

            

 
 
 
 
 
 
 



CALS/EC連絡協議会等の議事録・資料 

広島県 CALS/EC連絡協議会 

議

事 
○広島県 CALS/EC連絡協議会の設置について 
○広島県における取組みについて  

第 1回 
（2004.1.20） 

内

容 
○広島県 CAL/EC連絡協議会設置の規約を諮り、承認された 
○今後の取組方針について議論した  

議

事 

○広島県電子納品実施要領（案）について 
○調達情報ホームページの解説について 
○CALS/EC普及促進資料について 

  
第 2回 
（2004.3.25） 

内

容 
○実施要領（案）について議論した 
○今後の CALS/EC普及促進資料について議論した   

広島県 CALS/EC連絡協議会電子納品分科会 

議事 ○広島県における電子納品の取組みについて  第 1回 
（2004.2.4） 

内容 ○今後の取組方針について、議論した  

議事 ○広島県電子納品実施要領（素案）について   第 2回 
（2004.3.22） 

内容 ○実施要領（素案）について、議論した  

広島県 CALS/EC連絡協議会 更新日 ダウンロード 

協議会規約  2004.1.20  PDFファイル 12ｋ 

協議会会員  2004.1.20  PDFファイル 76ｋ 

 



 

情報開示 電子入札 電子納品 CALS/EC全般  

情報開示 

No 質問 回答 

1 図面や仕様書などをホームページ
から入手はできないのでしょうか。 

平成 16年 4月から開設した広島県の調達情報のページから起動する調達情報検索シス
テムで公表していく予定としており、現在入札公告の掲載を開始しています。電子入札
の試行と調整しながら、段階的に対象情報を拡大する予定です。   

 

電子入札 

No 質問 回答 

1 電子入札導入を進めるスケジュー
ルを教えてください。 

平成16年11月頃に実案件による試行を開始し、段階的に拡大を行う予定としています。

2 電子入札案件は、紙で入札できな
くなるのですか。   

将来的には、全面電子化となりますが、導入への過渡期においては電子と紙の併用を考
えております。   

3 インターネットを介した資格申請
の開始予定を教えてください。  

平成 16年 11月ごろに県外業者を対象に受付の試行を行うこととしています。その後は
順次拡大していく予定です。   

4 
電子入札に参加するために、ICカ
ードが必要と聞きましたが、どの
んなものですか。 

電子入札では「なりすまし」を防止するため､ICカードを使用した電子認証を行います
ので､電子入札コアシステム用のものを民間認証局から購入いただく必要があります。
なお、この IC カードは電子入札コアシステムを採用している国や県等にも使用する事
ができます。    

5 市町村の電子入札はどうなってい
ますか。  

電子入札と入札参加資格の電子受付については、県内の市町村と共同利用するシステム
を構築しています。市町村によって時期に差はありますが、着実に展開させたいと考え
ています。   

6 電子入札をすると一般競争入札と
なるのでしょうか。 

一部そのような運用を実施しているところもありますが、本県の電子入札システムは､
全ての入札契約方式に対応しており、そのような事はありません。電子化と入札契約制
度とは基本的に別の問題であり、電子入札はあくまで効率化の手段ですので誤解の無い
ようにお願いします。 

 

電子納品 

No 質問 回答 

1 
広島県電子納品実施要領と国土交
通省策定の基準等に差異が生じた
場合は、どのように取り扱えば良い
ですか。 

県の要領は、電子納品の導入にむけた段階的な運用等を定めていることから、県の要領
を優先的に取り扱うこととしてください。  

2 
図面ファイル形式は、SXF 形式の
ｓｆｃという事ですが、ｐ21 では
いけないのでしょうか。  

ファイル形式は、あくまで SXF（ｓｆｃ）形式で作成してください。  

3 CAD のソフトは、何処のメーカー
が良いのですか。  

SXF形式のファイルが作成できるものであれば、どこのものでも構いません。なおソフ
ト業界でオープンCADフォーマット評議会を設立していますので、各ソフトの対応状況
等はそちらをご覧ください。 
http://www.ocf.or.jp/  

4 
ワープロ・表計算のソフトについ
て、県の標準ソフト（Word，Excel
等）は義務ですか。  

電子データを次の工程や他の業務へ利活用等することにより電子納品のメリットを享
受できることから，ソフトを指定しています。ご理解いただきますようお願いします。



 

CALS/EC 関係リンク 

国土交通省入札情報サービス 
発注予定情報、発注情報、入札結果等を閲覧できま

す。 

国土交通省CALS/ECホームページ 
電子入札に関する情報、電子納品の要領･基準（案）

の改訂等、国土交通省 CALS/ECに関する動向を確
認できます。 

国土交通省国土技術政策総合研究所 
電子納品に関する要領･基準（案）、電子納品・保管

管理システムのチェックプログラムのダウンロー

ドができます。電子納品の Q＆Aも閲覧できます。

中国地方整備局CALS/ECホームページ CALS/EC 実証フィールド実験（工事情報共有シス
テム） 

農林水産省農村振興局CALS/ECホームページ 農林水産省農村振興局のCALS/EC関連情報が掲載
されています。 

（財）日本建設情報総合センター（JACIC）CALS/EC部 

国土交通省の CALS/ECへの取組、電子入札、電子
納品、CALS/EC関連セミナー等の最新情報 Q&A、
用語集等を閲覧できます。SXFブラウザのダウンロ
ードができます。 

（財）日本建設情報総合センター（JACIC）中国地方センター 中国地方の各発注者機関の入札情報頁へのリンク

等、CALS/EC関連情報が充実しています。 

（社）日本土木工業協会CALS/EC部会 

主に工事関連、現場に役立つ CALS/EC情報が掲載
されています。SXFセルフチェック仕様が公開され
ており、それに従って CAD ベンダーが実施したセ
ルフチェックの結果も掲載されています。 

全国地質調査業協会連合会 
地質調査業協会のCALS/ECに対する取組状況が掲
載されています。 

（社）建設コンサルタンツ協会 
「CALS/EC 何でも相談室」が開設されています。
協会会員は質問コーナーに投稿ができます。 

CALS/EC資格制度 （財）日本建設情報総合センターが認定する

CALS/EC資格制度の情報が掲載されています。 

 

お問合せ 

情報開示 電子入札 電子納品 CALS/EC全般 
 

 



 

広島県電子納品要領（案） 

要領・基準・ガイドライン名称 更新日 ダウンロード

広島県電子納品実施要領（案）[業務委託編]   策定中 

広島県電子納品実施要領（案）[工事編]   策定中 

広島県電子納品チェックリスト 

チェックシート 更新日 ダウンロード

電子納品チェックリスト（業務委託編）   策定中 

電子納品チェックリスト（工事編）   策定中 

パンフレット 

パンフレット 更新日 ダウンロード

広島県の CALS/EC H16.3.25 PDF900KB 

Acrobat Readar の取得 

 
PDF用のリーダーおよびプラグインをお持ちでない方は、左のボタンをクリック
してアクロバットリーダーをダウンロードしてください。 

 

































資料 ４ 
電 子 納 品 の 進 め 方 に つ い て  

（広島県土木建築部技術指導室） 

１ 要旨 

電子納品の実施には，受発注者双方の習熟が必須であり，その具体化を着実に進めていく必要がある。 
このため，今年度は平成１５年度の事前検討結果を踏まえ，ごく少数の実案件による試行を開始する。 
また，次年度以降は，段階的に試行の拡大や部分導入を検討する。   

従  来    電子納品
２ 具体的な実施内容 

（１） 平成１５年度の検討状況 

ＣＡＬＳ／ＥＣ及び電子納品についての概要理解を図るとともに，段階的導入
に向けた検討を進め，広島県電子納品実施要領【工事編】・【業務委託編】（以下，「要領」という。）を策定した。 

（２） 平成１６年度の取組内容 

今年度は，昨年度の検討の具体化として，次のことを目的に試行を実施する。 
また，その円滑かつ確実な執行を行うため，詳細事項について定める。 
○広島県の電子納品への対応の実態把握 ○実施要領等の検証 ○次年度以降へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 
ア） 少数限定の試行実施 

（ア） 試行案件の選定等 
・ 案件数は，各建設局等で工事・業務委託を各１件以上実施する。 
なお，最大でも５件程度までとし，次年度以降は次のとおり順次拡大する予定。 
H 
16 

建設局２件 
（全体約 30 件） 

 
 

H
17

各係１件 
（全体約 140 件） 

 
 

H 
18 

各担当１件 
（全体約 300 件） 

・ 案件選定は，各建設局等において，案件の内容・業者の対応力等を勘案して行う。（別紙１） 
なお，試行の初年度であり，出来る限り簡易な案件を試行対象とし，次年度へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを行う。 

・ 電子納品可能業者の事前登録の実施 （別紙２） 
本県実施要領に従った電子納品が可能な業者を，自主申請による事前登録を実施。 
申請期間・・・７月末まで 
事前登録により，業者実態把握を行い，試行案件選定及び指名選考の基礎資料とする。 

（イ） 電子納品の履行の確保及び業者選定について （別紙１） 
確実な電子納品の履行及び円滑な試行実施を行うため，次の事項を実施する。 
履行の確保 
（履行の義務化） 

契約書類の１つである特記仕様書へ記載し，契約上の義務とする。 
不履行は契約違反となり，指名除外等の必要な措置を講ずることとなる。 

入札参加業者を電子納品が可能な業者のみとする。 
業者の選定 
（履行の確実性） 

 ○指名形式…事前登録業者リストから選考する。 
○公募形式…入札公告へ「電子納品対象案件」である旨を記載し，入札参加

者を募る。（事前登録業者リストへの登録の有無は問わない。） 

イ） 次年度以降へ向けた導入展開検討（受発注者双方へのアンケート実施） （別紙３） 
試行の内容・結果及び要領の検証等に，受発注者双方の意見・提案を反映するため，後日，技術指導

室がアンケートを実施する。 

３ 電子納品の試行及び事前登録の実施の周知 

① 広島県ホームページ（広島県 CALS/EC のページ）へ掲載を行う。 （付属資料４－１） 
② 関係業者団体の長へ事前登録の実施を通知するとともに，会員への周知を依頼する。 （付属資料４－２） 
③ 業界紙へ情報提供を行う。 （付属資料４－３） 

４ 平成１６年度電子納品試行概略スケジュール 

 7 8 9 10-12 1-3 H17.4～ 

電子納品試行       

事前登録   

受注者  
アンケート 

発注者  

広島県実施要領  

試行開始～順次検査・納品 試行継続案件選定 
受付・登録 

H16版公表・運用

５ 電子納品試行展開予定 

今年度からの試行開始から，次年

取組内容 H16 
業務委託 試行(案件特定) 

建設工事 【各機関数件】 
  
  

    

    
 

    ＊改訂 

□リストを地方機関へ配布 

受発注者双方の意見等集約・納品結果検討 

□電子納品完了分   □電子納品完了分

□事前協議完了時 □電子納品施工中   □電子納品完了

H17受付

適宜実施

改訂（案）作成 

度以降は受発注者双方の状況を把握しながら順次拡大等を行う予定。 
H17 H18 H19 H20 以降

試行(案件特定) 部分導入(規模に応じ義務化)→順次拡大 

【数･部門拡大】
試行(内容拡大) 

【発注図面電子化等】 部分導入→順次拡大



別紙１

 電子納品試行案件選定条件  

取組みの初年度であり，今年度は出来る限り簡易な内容の案件を試行対象とする。 

 

 

 特記仕様書及び公告への記載内容  
電子納品対象案件の特記仕様書へ次の内容の記載を行い，契約上の義務とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
公募方式により発注するものは，公告へ次の内容を記載し，電子納品可能な業者の入札参加を募る。 
なお，指名方式により発注するものは，事前登録業者リストから指名選考を行う。 

 項目 基準 理由 

業種 土木のみ 建築・機械設備・暖冷房・衛生設備・電気設備・通信設備は，試行対象外 

工期・ 
履行期間 

年度内 
試行による実施要領等の検証を行い，次年度へﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸするため。 
（12 月までに完了するものが最良） 

工事 
委託 
共通 

工種・業務数 少ない 
電子納品するデータについては，工種・業務数への依存が高いため，
試行初年度ということを考慮し，工種などが少なく，成果品の容量が比
較的少ない案件とする。 

地質調査 
除く 

平成 16 年度の実施要領において，地質調査を電子納品対象外とした
ため。（他の業務と一括で委託する場合は可） 

委託 業務内容 

規模 
業務委託の成果は，次の工程（工事・管理等）へ繋がるものであること
から，工事規模が大きくなるものから選定する事が望ましい。 

網掛け部：案件選定の必須条件 

【工事編】 
第○○条 電子納品について 
  本工事は，電子納品対象工事とする。 
  電子納品とは，調査，設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 
  ここでいう電子データとは，「広島県電子納品実施要領【工事編】」（以下，「要領」という）に基づいて作成されたも
のを指す。 

第○○条（工事完成図書の提出） 
工事完成図書は，「要領」に基づいて作成した電子データを電子媒体で２部提出する。 
「要領」で特に記載がない項目については，原則として電子データを提出する義務はないが，「要領」の解釈に

疑義がある場合は監督員と協議の上，電子化の是非を決定する。 
なお，「紙」による報告書の提出は監督員と協議の上，決定する。 

 
【業務委託編】 

第○○条 電子納品について 
  本業務は，電子納品対象業務とする。 
  電子納品とは，調査，設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 
  ここでいう電子データとは，「広島県電子納品実施要領【業務委託編】」（以下，「要領」という）に基づいて作成さ
れたものを指す。 

第○○条（成果品の提出） 
成果品は，「要領」に基づいて作成した電子データを電子媒体で２部提出する。 
「要領」で特に記載がない項目については，原則として成果を電子化して提出する義務はないが，「要領」の解
釈に疑義がある場合は監督員と協議の上，電子化の是非を決定する。 
 なお，「紙」による報告書の提出は監督員と協議の上，決定する。

 公   告 
次のとおり・・・・・・ 
平成○○年○月○○日 

広島県○○事務所長 ○ ○ ○ ○
１ 工事名 
  ○○○○○○○○○○○○工事（電子納品対象案件） 
２ 工事場所 
・ 
22 その他 
 (1)・・・・・ 
 
 (5) 本件の工事請負契約は，電子納品対象案件であり，広島県電子納品実施要領【工事編】に基づき最終成果を電子データ

により作成し納品するものである。 
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 電子納品試行に係る事前登録について  

試行案件の発注事務の円滑化及び電子納品の確実な履行を図るため，必要な条件等を満たす業者からの申請

による事前登録を実施し，そのリストを作成する。 

１． 電子納品の試行実施の進め方について 

試行案件の選定・発注に先立ち，電子納品が可能な業者の事前登録を実施し，８月以降に順次試行案件の発

注・納品と進める。 

月 ７月 ８月 ９月 10～3 月 

発注機関 
    

発注者 

本庁 
    

受注者     

配布 
リスト
作成

事前登録受付 

試行案件選定

事前登録申請 

順次電子納品 順次発注 

順次受注 順次電子納品 

２． 事前登録について 

県の入札参加資格者のうち，広島県電子納品実施要領に従い電子納品が可能な業者を，事前登録方式により

把握を行う。 

（１）事前登録に必要な条件及び登録単位について 

･県発注の建設工事，測量及び建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等業務の競争入札に参加できる資格を有するもの。 

･建設工事，測量及び建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等業務の最終成果物を「広島県電子納品実施要領」に基づき

「電子納品」できるもの。 

･工事   …建設業許可番号単位 

･業務委託…測量及び建設コンサルタント業者登録番号単位 

注：本店・支店単位や業種・業務単位の登録は行わない。 

（２）事前登録の申請等について 

項目 内容 

申請先(受付窓口) 土木建築部技術管理総室技術指導室 IT 推進グループ 

申請様式 

広島県 CALS／EC のページからダウンロード 
事前登録申請書…様式第１号 
事前登録取下げ申請書…様式第２号 

申請締切 
平成１６年７月３０日到着分まで 
（平成１６年度受付けは１回のみとし，締切以降の申請は原則無効とします。） 

登録の変更 変更は登録の取下げ（削除）のみとします。 

登録の有効期間 
平成１７年３月３１日までの期間で，広島県の入札参加資格を有する期間或いは電子納
品有資格の登録の取下げを行うまでの期間とする。 

必要な 
条件 

登録 
単位 

必要事項を記載・押印し，上記申請先へ提出 

注①：この事前登録は，単年度管理とし，次年度以降は新たに登録受付を実施する予定。 
注②：事前登録は，あくまで業者情報として収集するもので，今年度の試行案件の指名等を確約するもので

はない。 

３． 事前登録情報の取扱い 

事前登録情報は，業者の実態把握を行い，電子納品試行案件の選定及び指名競争入札により発注するもの

の指名選考基礎情報として取扱うほか，今後の電子納品を展開していく一つの指標として活用する。 

（※公募等により発注する案件は，電子納品が条件であることを公告へ記載し，入札参加希望を募る。） 

４． 試行案件契約上における留意事項 

試行対象案件の受注は，広島県電子納品実施要領に従った電子納品の履行が契約上の義務となる。 

電子納品不履行の場合，指名除外等の必要な措置を講ずることとなるので，十分検討のうえ，事前登録及び試

行案件の受注を行ってください。 

５． その他 

事前登録の様式及び広島県電子納品実施要領等は，広島県CALS／EC のページに掲載しています。 

   （ → URL：http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/cals/） 



 

 

次年度へ向けた主な検討項現在予定する導入展開について 

アンケート内容 
現在のところ，アンケート内容及び次年度以降への検討事項として，次を予定している。 
試行実施及び結果情報を収集し，次年度以降の円滑な導入展開の検討に反映する。 

 アンケート実施内容及び次年度以降への検討項目  

  

 発注者側 受注者側 

共通
項目 

・ 事前協議について 
・ 検査前協議について 
・ 工事等の施行中における疑義等について 
・ 検査手法について 
・ 電子納品実施上の問題点について 
・ 電子納品実施要領について 

別 
項目 

・ 納品物の管理について ・ 電子納品作成上の問題点について 
・ 県への要望事項 

アンケート 
内容 

時期 発注，実施，完成（納品）時 納品完了時 

 項目 具体内容 

電子納品実施要領 
・ 試行結果を踏まえた内容検討 
・ 業種（土木以外）の展開 
・ 国の要領改訂内容への準拠 

導入展開 ・ 事前登録及び試行結果状況の把握 
・ 試行拡大，部分導入の検討 

検討 
項目 

普及啓発 ・ 受発注者双方への普及啓発 
・ 講習会，研修のあり方 

別紙３



平成１６年度の検討内容と進め方 

 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 ４月～ 

情報開示（Ⅱ期）        

電子入札（試行）        

電子納品（試行）        

地方機関での入札公告掲載試行 システム構築・実験 

 

連絡協議会 
 

 

＊協議内容 

・電子入札・電子

納品の試行につ

いて 

・電子納品実施の

方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第１回 

意見反映 

○ ２回 

 

 

 

    

        ○第３回 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 継続開催 

 

実験システム構築・概要把握 

順次 試行案件 発注・納品 
次年度へのフィードバック 

案件選定

事前登録

電子入札 試行 

 

電子納品分科会
＊協議内容 

・電子納品実施要

領検討 

 

 

 

      

     

  

 

    

       ○第２回 

  
 

  
 
実施状況フ

ォロー・他分

野の取組 

 

電子納品検討会

(県庁内組織) 

＊検討内容 

・県職員の実務取組 

 

 

  

 
          

 

 
 
 

結果反映 

情報開 ･･･Ⅱ期開発状況 
電子入 ･･･試行の進め方 
電子納 ･･･実施状況等 

意見反

情報開示･･･Ⅱ期開発の状況 
電子入札･･･試行結果報告・次年度の方針 
電子納品･･･試行結果反映・次年度の方針 

試 状況・結果報告 

改 検討 

建 ・営繕の取扱について 

○第１回 

果反映

電子納品試行
案件発注 

電子入札試行 

結果 
反映 

○第１回 
次年度の実施方針 

要領の詳細項目確認 

建築・営繕の取扱について

H17 電子納品実施要領決定 

３回 ○第４回 ○第２  
模擬研修 

試行案件の選

H16 電 施要領決定 

今年度の計画 
実施要領について 
試行の進め方 
研修の進め方

情報開示･ HP 紹介・Ⅱ期開発
電子入札･ ・試行へ向けて 
電子納品･ ・試行の進め方 

 

 

 

行

善

築

結

回

 
  

 

試 況確認 

改 討 

試行状況確認 
次年度への方針検討 

定 
 

 

 

 

 

 

子納品実

･･調達の
･･取組状況
･･実施要領
  ○第
行状

善検
第

 

示
札
品

映
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                                 平成１６年７月  日 
 

関係団体の長 様 
 
 
                     広 島 県 土 木 建 築 部 長 

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 
技  術  指 導 室 

 
 
 

電子納品の試行実施について（通知） 
 

 土木建築行政の推進については，日頃からご協力いただき，厚くお礼を申し上げます。 
さて，本県では CALS/ECの主要項目である「電子納品」について，昨年度から具備検討を進めてき
ましたが，このほど広島県電子納品実施要領としてまとめ，今年度からこれに基づき，実案件による試

行を開始します。 
その試行対象案件の発注に先立ち，円滑な発注と確実な履行を図るため，県の入札参加資格者のうち，

広島県電子納品実施要領に従う電子納品が可能な業者について，申請による事前登録を行うこととしま

した。 
ついては，電子納品及び事前登録の内容・趣旨を十分にご理解いただき，貴団体会員への周知等にご

配慮いただきますようお願いします。 
 
なお，今年度の試行は各発注機関において，ごく少数の案件で実施しますが，対象案件を受注した場

合，広島県電子納品実施要領に従った電子納品の履行が契約上の義務となります。 
貴会員への周知にあたり，この点にご配慮いただき，十分な検討を行った上で事前登録をしていただ

く必要がある旨を徹底していただきますようお願いします。 
 
 
添付資料 資料―１ 電子納品の概要及び導入展開について 
     資料―２ 電子納品の試行について 

 
 
 
 
 

連絡先 技術指導室 IT推進グループ 為重 
電 話 082-513-3861 FAX 082-223-3593 
E-mail dogishidou@pref.hiroshima.jp 



資料－１ 

電子納品の概要及び導入展開について 
１．電子納品について 

ＣＡＬＳ／ＥＣ（キャルス／イーシー）という公共部門のＩＴ化の推進は，業務の効率化・透明性及び情報提
供サービスの向上を目的に，全国的に積極的な取組が始まっています。広島県としては，これらの推進にあたり，
広島県ＣＡＬＳ／ＥＣ連絡協議会を設置し，県・市町村・関係業者団体の意見交換・調整及び普及促進を平成１
５年度から行ってきております。  
今年度はその主要項目である「電子納品」の試行を行うこととしており，その
概要は次のとおりです。 

 従  来    電子納品 

○ 電子納品とは 
今まで紙により提出してきた調査，設計，工事などの各業務段階の最終成
果（図面，写真，管理資料，計測資料等）を電子データで納品することです。
ここでいう電子データとは，「広島県電子納品実施要領」に基いて作成されたものを指します。 

○ メリットは 
① ペーパーレス・省スペース化を図ることができます。 
② 追記・修正や他の書類への転載が容易となり，次のプロセスへの利用が円滑にできるほか，受発注者間の
打ち合わせなどにおいて情報伝達のミスを減らし品質向上を行うことができます。 

③ データベース構築による施設の最適な維持管理が可能となり，業務の効率化・適切な運用管理を行うこと
ができます。 

２．電子納品の導入について 
「電子納品」の実施には，受発注者双方が関連する基準・要領及びツールの習熟が必要となり，それらは時間

を要することから，段階的な導入を計画しています。今年度は取組みの初年度であることから，各発注機関にお
いて工事１件・業務委託１件の最低２件，最大で５件程度の試行を実施する予定です。 
円滑な導入を図るため，国土交通省が策定した要領･基準類への準拠を基本とし，段階的な導入方針を織込ん
だ「広島県電子納品実施要領（工事編・業務委託編）」を運用していくこととしています。 
（１）広島県電子納品実施要領の基本的な構成について 

広島県電子納品実施要領は，国土交通省の基準・要領類のうち個別分野に関するものをベースとし，電子納
品全般の基本事項について明記しています。 
なお，この要領は年度版として運用を行い，試行結果等を反映し年度毎に適宜改訂します。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    個別の国基準･要領～準拠) 広島県電子納品実施要領(業務委託編)
・電子納品の定義等・電子納品実施項目 
・フォルダ構成  ・ファイル形式,命名 
・電子媒体    ・検査実施 
・参考:フロー,チェックリスト 

広島県電子納品実施要領(工事編)
・電子納品の定義等・電子納品実施項目 
・フォルダ構成  ・ファイル形式,命名 
・電子媒体    ・検査実施 
・参考:フロー,チェックリスト 

(

ＣＡＤ図面作成要領(案) H15.3 

地質調査資料整理要領(案) H15.7 

測量成果電子納品要領(案) H15.3 

デジタル写真管理情報基準(案)H14.7 

ＣＡＤ製図基準(案) H15.7 

（２）H１６試行の電子納品対象について 
取組の初年度であることから，円滑なスタートを目的として，当面電子化対象とする範囲(部門，ファイル)

を限定します。翌年度以降，順次可能な範囲で電子化対象を段階的に拡大することとし，対象外とする項目に
おいても，積極的な電子化に努めることとしています。 

考え方 区分 項目 Ｈ16 

部門 土木･建築･農林･電気設備 土木中心

共通 押印の必要な書類一式，スキャナが必要な書類 対象外 
報告書，図面，測量成果(ＣＡＤ等) ○ 

業務委託 
地質調査成果 対象外

発注図面，材料関係(ｶﾀﾛｸﾞ等) 対象外

①受注者負担軽減 
現時点で紙での取扱
が主流の書類一式は紙
納品で対応。(押印,ｶﾀﾛ
ｸﾞ,特殊ﾃﾞｰﾀ) スキャナ
は利用しない。 

②段階的拡大 
新規データは出来
るだけ県標準ファイ
ル形式で作成しオリ
ジナルファイルを電
子納品。 

工事 
出来形管理資料，新規作成図面*注デジタル写真 ○ 
＊

（３）導入展開について 
 現在は次のとおり計画していますが，試行の実施状況・結果を反映

取組内容 H16 H17 H18 

業務委託 試行(案件特定) 試行(案件特定) 部分導入(

建設工事 【各機関数件】 【数･部門拡大】
試行(内容拡

【発注図面電子
比較的簡易に作成可能なものを当面対象(受発注者共) 

し導入を進めます。 
H19 H20 以降 

規模に応じ義務化)→順次拡大 

大) 

化等】 
部分導入→順次拡大 



資料－２ 

電子納品試行に係る事前登録について 
広島県では，CALS/EC の主要項目である「電子納品」について，平成１６年度から試行を実施します。「電子
納品」は，新たな取組みであり，環境整備や関連する基準・要領やツールの習熟に時間を要することから，試
行案件の円滑な発注及び確実な履行を行うための具体な取扱いを次のとおり定めました。 
ついては，内容を十分ご理解いただき，取組状況等を十分検討したうえで，必要な事務処理を行っていただ
きますようお願いします。 

１． 電子納品の試行実施の進め方について 
試行案件の選定・発注に先立ち，電子納品が可能な業者の事前登録を実施し，８月以降に順次試行案件の

発注・納品と進めていきます。 
月 ７月 ８月 ９月 10～3 月 

発注者 
    

受注者     事前登録申請 

試行案件選定 
事前登録受付 

順次電子納品順次発注 

順次電子納品順次受注 

２． 事前登録について 
県の入札参加資格者のうち，広島県電子納品実施要領に従い電子納品が可能な業者を，事前登録方式によ

り把握を行います。 

（１）事前登録に必要な条件及び登録単位について 
･県が発注する建設工事，測量及び建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等業務の競争入札に参加できる資格を有するもの。 
･建設工事，測量及び建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等業務の最終成果物を「広島県電子納品実施要領」に基づき電
子データで作成・納品できるもの。 

･工事  …建設業許可番号単位 
･業務委託…測量及び建設コンサルタント業者登録番号単位 
注：本店・支店単位や業種・業務単位の登録は行いません。 

（２）事前登録の申請等について 
項目 内容 

申請先(受付窓口) 土木建築部技術管理総室技術指導室 IT推進グループ 

申請様式 
広島県 CALS／ECのページからダウンロード（代表者印を押印したものを申請）
事前登録申請書…様式第１号 
事前登録取下げ申請書…様式第２号 

申請締切 平成１６年７月３０日到着分まで 
（平成１６年度受付けは１回のみとし，締切以降の申請は原則無効とします。）

登録の変更 変更は登録の取下げ（削除）のみとします。 
登録の有効期間 平成１７年３月３１日までの期間で，広島県の入札参加資格を有する期間或いは

電子納品有資格の登録の取下げを行うまでの期間とする。 

必要な 
条件 

登録 
単位 

必要事項を記載し，上記申請先へ提出

注：この事前登録は，単年度管理とし，次年度以降は新たに登録受付を実施する予定です。 
注：事前登録は，あくまで業者情報として収集させていただくもので，今年度の試行案件の指名等を確

約するものではありません。 

３． 事前登録情報の取扱い 
事前登録情報は，平成１６年度の電子納品試行案件のうち，指名競争入札に係るものの指名選考基礎情

報として取扱うほか，今後の電子納品を展開していく一つの指標として活用していきます。 
（※公募等により入札を行う案件は，公告へ記載することにより電子納品を条件化して入札参加希望を募ります。） 

４． 試行案件契約上における留意事項 
試行対象案件を受注した場合，広島県電子納品実施要領に従った電子納品の履行が契約上の義務となりま
す。電子納品不履行の場合，指名除外等の必要な措置を講ずることとなりますので，十分検討のうえ，事前
登録及び試行案件の受注をお願いします。 

５． その他 
事前登録の様式及び広島県電子納品実施要領

等は，広島県 CALS／EC のページに掲載して
います。URLは次のとおりです。 

 URL：http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/cals/ 

【問い合わせ先】 
広島県土木建築部技術管理総室 
技術指導室ＩＴ推進グループ 

Tel    082-513-3861（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 
E-mail dogishidou@pref.hiroshima.jp 



（様式第１号） 
 

平成  年  月  日 
 
広島県知事 様 

 
所在地 
商号又は名称 
代表者氏名              印 

 

電子納品に係る事前登録申請書 
 
広島県が発注する電子納品試行対象工事（業務委託）において，広島県電子納品実施要領に基づい

た電子納品が実施可能であり，事前登録を申請します。 
また，電子納品試行対象工事（業務委託）を受注した場合，広島県電子納品実施要領に基づいた電

子納品を確実に履行することを誓約します。 
なお，この申請書の内容については，事実と相違ないことを誓約します。 
 
 
建設業の許可番号  ：                    

（測量及び建設コンサルタント業者の登録番号） 
 
 
これまでに国土交通省及び他の官公庁において受注した電子納品対象案件数

年度 国土交通省 他の官公庁 
平成１３年度 件 件

平成１４年度 件 件

平成１５年度 件 件

 
連絡先 

 住 所                 

 所属･役職                

 氏 名                 

 電 話                 

注 １ 試行対象案件を受注した場合，電子納品の履行が契約上の義務となります。電子納品不履行

の場合，指名除外等の必要な措置を講ずることとなりますので，十分検討のうえ，事前登録

申請を行ってください。 
  ２ この事前登録は，あくまで業者情報として収集させていただくもので，今年度の試行案件の

指名等を確約するものではありません。 
３ これまでに受注した電子納品対象案件数は，実績を参考に伺うものであり，０件でも事前登

録に影響するものではありません。 



（様式第２号） 
 

平成  年  月  日 
 
広島県知事 様 

 
所在地 
商号又は名称 
代表者氏名              印 

 

電子納品に係る事前登録取下げ申請書 
 
広島県が発注する電子納品試行対象工事（業務委託）実施に係る事前登録の取下げを申請します。 
 
建設業の許可番号  ：                    

（測量及び建設コンサルタント業者の登録番号） 
 

 
事前登録を取下げる理由
 

 
 

連絡先 

 住 所                 

 所属･役職                

 氏 名                 

 電 話                 

 
 
 
 
 
 
注 １ 平成１６年度は，一度取下げ申請を行うと，再登録は出来ません。 
  ２ 事前登録を取下げる理由については，参考までに伺うものであり，次年度以降の電子納品に

関する事項に影響を与えるものではありません。 



付属資料 ４－３ 
電子納品の試行実施について 

（広島県土木建築部技術指導室） 
１．要旨 

業務の効率化・透明性の向上等を目的に，公共事業への IT 化を図るＣＡＬＳ／ＥＣは，全国で積極的に取組まれ，広島
県においても，平成１５年度に広島県ＣＡＬＳ／ＥＣ連絡協議会等を設置し，具体な準備を進めてきた。 
今年度，その主要項目である「電子納品」について，段階的な導入として少数の実案件による試行を開始する。 

２．試行実施の進め方・規模について 
試行案件の選定・発注に先立ち，電子納品が可能な業者の事前登録を実施し，８月以降に順次試行案件の発注・

納品と進めていく。 
月 ７月 ８月 ９月 10～3 月 

発注者 
    

受注者     

① 試行案件数 
各建設局等で工事・業務委託を各１件以上実施する。 
なお，最大でも５件程度までとし，次年度以降は次のとおり順次拡大していく。 

H 

16 

建設局２件程度 

（全体約 30 件） 

 

 

H

17

各係１件程度 

（全体約 140 件） 

 

 

H 

18 

各担当１件程度 

（全体約 300 件） 

② 試行案件選定 
各建設局等において，業者の対応力・案件の内容等を勘案して選定する。 
なお，試行の初年度であり，出来る限り簡易な内容の案件を試行対象とし，次年度へのフィードバックを行う。 

３．事前登録について 
発注の円滑化及び確実な履行のため，必要な条件を満たす業者からの申請による事前登録を行う。 

（１） 登録情報の取扱い 
今回の登録情報は，今年度の試行案件を指名競争入札により発注する場合の指名選考基礎情報として取扱う。また，

今後の電子納品を展開していく一つの指標として活用する。 
なお，この登録情報は単年度管理とし，次年度以降は年度毎に新たに登録を実施する。 
（※公募方式により入札を行う案件は，公告へ記載することにより電子納品を条件化して入札参加希望を募ることとする。） 

（２） 事前登録に必要な条件及び登録単位について 
･県が発注する建設工事，測量及び建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等業務の競争入札に参加できる資格を有するもの。 
･建設工事，測量及び建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等業務の最終成果物を「広島県電子納品実施要領」に基づき電子デー
タで作成・納品できるもの。 

･工事  …建設業許可番号単位 
･業務委託…測量及び建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業者登録番号単位 

（３） 事前登録の申請等について 
項目 内容 

申請先(受付窓口) 土木建築部技術管理総室技術指導室 IT推進グループ 

申請様式 
広島県CALS／EC のページからダウンロード 
事前登録申請…様式第１号 
事前登録取下げ申請…様式第２号 

申請締切 
平成１６年７月３０日到着分まで 
（平成１６年度受付けは１回のみとし，締切以降の申請は原則無効とする。） 

登録の変更 変更は登録の取下げ（削除）のみとします。 

登録の有効期間 
平成１７年３月３１日までの期間で，広島県の入札参加資格を有する期間或いは電子納品有資
格の登録の取下げを行うまでの期間とする。 

４．その他 
事前登録の様式及び広島県電子納品実施要領等は，広島県CALS／EC のページに掲載している。 
（→ URL：http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/cals/） 

５．導入展開について 
 現在は次のとおり計画しているが，試行の実施状況・結果や業者の対応状況を把握しながら導入を進める予定。 

取組内容 H16 H17 H18 H19 H20 以降 

業務委託 試行(案件特定) 試行(案件特定) 部分導入(規模に応じ義務化)→順次拡大 

建設工事 【各機関数件】 【数･部門拡大】 
試行(内容拡大) 

【発注図面電子化等】 
部分導入→順次拡大 

必要事項を記載・押印の上，申請先へ提出

必要な 
条件 

登録 
単位 

順次受注 順次電子納品事前登録申請 

試行案件選定 
事前登録受付 

順次電子納品順次発注 



 
電子納品…今まで紙により提出してきた調査，設計，工事などの各業務段階の最終成果（図面，写真，管理資料，計測資料

等）を電子データで納品することです。ここでいう電子データとは，「広島県電子納品実施要領」に基いて作成され
たものを指します。 



 

 

資料 ５  

 

 

 

広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会 会員名簿 
(敬称略) 

 所 属・役 職 氏 名 備 考 

会 員 広島県土木建築部技術管理総室長 高野 匡裕  

( 県 ) 広島県農林水産部農村整備総室技術管理室長 大伴 正行  

 広島県土木建築部管理総室建設産業室長 岡崎 俊  

 広島県土木建築部都市局建築総室営繕室長 吉川 澄生  

会 員 広島市都市計画局指導部技術管理課長 大上 幸治 代理出席 三好 史久 

( 市 町 ) 呉市土木建設部土木課長 神垣 泰治 代理出席 田中 雅信

 福山市建設部技術検査課長 岡田 貞範  

 坂町産業建設課長 三登 英生  

 豊平町建設課長 道川 徳男  

会 員 財団法人広島県建設技術センター理事長 縫部 勝彌  

( 外 郭 ) 広島県道路公社建設課長 松場 寛  

 広島高速道路公社企画調査部技術管理課長 甲斐 雅和  

会 員 社団法人広島県建設工業協会 理事   柴田 修三  

(受注者) 広島県建設業協会連合会 田村 安孝  

 社団法人広島県管工事業協会 専務理事 斎藤 全  

 社団法人広島県造園建設業協会 技術委員 片桐 敬  

 社団法人広島県法面協会 技術委員長 加藤 辰夫  

 社団法人広島県リフォーム建設協会 理事 渡辺 勲市  

 社団法人広島県浄化槽協会 理事長 児玉 義昭  

 社団法人広島電業協会 理事・政策委員長 貫名 賢  

 広島県土地改良事業団体連合会 事業部長 滝鍵 和弘  

 社団法人建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会中国支部 技術委員 大田 一夫  

 社団法人広島県測量設計業協会 理事 池田 和徳  

 社団法人中国地質調査業協会広島県支部 情報化委員会委員長 福田 直三  

 社団法人広島県建築士事務所協会 向井 勉  

会 員 国土交通省中国地方整備局企画部技術管理課建設専門官 嶋谷 昌次  

(アドバイザー) 財団法人日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ中国地方ｾﾝﾀｰ長 大久保 尊善 代理出席 平田 勲 

事 務 局 広島県土木建築部技術管理総室技術指導室長 狭戸尾 浩  

 


